
アームス在宅支援センター 

 

指定 横浜市移動支援サービス 

 

重要事項説明書 

 

当事業所はご契約者様に対して指定移動支援サービスを提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明致します。 

 

 

１、 事業所の概要 

 

〔法    人    名〕 株式会社 ＡＲＭ’Ｓ 

〔事 業 所 名〕 アームス在宅支援センター 

〔事   業   所   番   号〕 １４６３４００１３３ 

〔管理者・苦情処理責任者〕  

〔所 在 地〕 横浜市瀬谷区相沢６－２５－５ 

〔連 絡 先〕 ℡０４５－４８９－３５８６ Fax０４５－４８９－３５８７ 

〔ホ ー ム ペ ー ジ〕 https://arm-s.jp/ 

〔メ ー ル ア ド レ ス〕 home-support☆arm-s.jp 

〔サ ー ビ ス 提 供 地 域〕 横浜市（瀬谷区近隣の地区は要相談）・大和市 

〔併 設 サ ー ビ ス〕 【介護保険サービス】 居宅介護支援・訪問介護 

                    【介護予防・日常生活支援総合事業】 横浜市訪問介護相当サービス 

横浜市訪問型生活援助サービス  

【障害福祉サービス】 特定相談支援・居宅介護・重度訪問介護 

【地域生活支援事業】 移動支援 

【児童福祉サービス】 障害児相談支援・放課後等デイサービス 

【一般乗用旅客自動車運送事業（福祉限定）】介護タクシーサービス 

【自家用自動車有償運送事業】福祉有償運送サービス 

【自由契約サービス】 生活サポートサービス 

 

２、 事業所職員体制等   （平成 ３1 年 ４ 月現在） ＊（ ）内は、研修受講者数 

 

管 理 者       １名 ＊サービス提供責任者兼務 

サービス提供責任者       ３名 

常 勤 介 護 職 員       ３名（０名） 

非 常 勤 介 護 職 員       ９名（０名） 

 

         計          １２名（０名） 

 

https://arm-s.jp/


３、 営業日および営業時間 

 

営 業 日 ：  月曜日から金曜日 ９：００～１７：００  

休 業 日 ：  土日祝日 ・ 年末年始（１２/２９ ～ １/３） 

 

４、 サービス内容 

 

 事業者は、次のサービス内容区分の中から利用者が選択されたサービスを提供します。 

 

（１） 移動介護 

（身体障害者手帳１・２級で３肢以上の機能障害者で外出時に主に車椅子を使用・知的、精神障害者） 

社会生活上必要不可欠な外出及び、余暇等の社会参加の為の外出における介護 

個別又は、グループへの支援があります。 

 

① 社会参加のための外出   

   

ア 各種行事・研修会   

イ 就職・就学のための活動   

ウ 冠婚葬祭（本人・親族・友人のためのもの）  

エ 余暇・スポーツ・文化活動（映画館、体育館、美術館、各種講座等） 

オ 初詣・墓参りなど社会的慣習  

カ ボランティア活動   

キ 通所のための一時的利用   

ク 突発的な通院   

   

② 社会生活上必要不可欠な外出  

   

ケ 入学式、卒業式、父母懇談会、運動会等学校行事、ＰＴＡ活動（保育所、幼稚園、学校） 

コ 家計の維持、財産の保全に係る手続・相談（金融機関）  

サ 日常生活上必要な買い物（商店、デパート、スーパー）  

シ 理容、美容（理容院、美容院）  

ス 住居の取得・賃貸・維持管理・補修に係る契約・相談（不動産、工務店） 

セ 散歩  

ソ その他前各号に準ずる外出  

 

（２）通学通所支援 

① 特別支援学校・養護学校への登下校支援、生活介護等の日中活動系サービス事業所等への通所支援 

   ② 乗降介助(自家用自動車有償運送車両を使用) ＊３名まで同乗が可能です 

 

５. 移動支援計画 

 

１．事業者は、利用者の受給者証に記載された移動支援の支給量を踏まえ、利用者の課題と意向を 

把握し、移動支援計画を作成します。 

 

２.サービスは、移動支援計画を利用者に説明し同意を得たうえで提供し、利用者はいつでも移動支援計画 

についての変更を求めることができます。 



６. 受給者証の確認 

 

１．事業者は、介護計画に基づき契約支給量を定め、受給者手帳に記載します。 

 

２．受給者証の更新、記載事項に変更があった場合には、速やかに事業者に変更内容をお知らせ下さい。 

 

７. サービス提供の記録等 

 

１．事業者はサービスを提供した際に「サービス提供実績記録票」に提供したサービス内容等を記入し、 

利用者の確認の印を受ける事とします。 

 

２.事業者は、記録を作成した後、５年間はこれを適正に保存します。 

 

３.事業者は、請求書と同時にその写しを交付します。 

 

８．事業者、提供者の義務 

（身体的拘束等の禁止）緊急時を除くサービスにおいて身体的拘束を禁止します。 

 

（身分証携行義務）サービス提供者は、常に身分証を携行します。 

 

（緊急時の対応）事業者は、利用者の病状の急変が生じた場合は、速やかに救命措置等の必要な措置を講じます。 

 

９. サービス利用料及び支払等 

 

〔利 用 料〕 サービス利用に対しての額は、横浜市障害者移動支援事業実施要綱に定める基準とします。 

尚、利用料金は関係法令に基づいて定められている為、改定された場合には改定後の金額を 

適用するものとします。 

 

地域生活支援サービス費 ＝ 利用総単位数 × １０.９６(横浜市の地域単価 ２級地) 

 

〔請 求 書〕  事業者は、横浜市地域生活支援サービス費が支給決定された翌月の１５日頃に 

請求書を送付します。 

 

〔お支払い〕 ・口座自動引き落とし ＝ 請求書送付月の２７日に引き落とし（土日祝日の場合は、翌営業日） 

・クレジットカード払い＝カード会社の支払日となります。（支払回数は、１回払い） 

カード情報は、収納代行会社「ルミーズ株式会社」の下で、管理・保管されます。 

 

〔領 収 証〕  利用料を徴収した翌月の１５日頃に送付します。 

 

〔合算請求〕  決済不能又は、月遅れ請求の場合は、翌月分と合わせて合算し請求いたします。 

  



[利用者負担額の月額上限] 

世帯所得に応じた負担上限額が設定されております。 

 

区分 世帯の所得などの状況 負担上限月額 

生活保護 
生活保護 

（または中国残留邦人等支援法による支援給付）受給世帯 
０円 

低所得１ 市民税 

非課税世帯 

サービスを利用する本人の年収が 80万円以下 ０円 

低所得２ その他 ０円 

一般 
市民税 

課税世帯 

市民税所得割額が 16万円未満 

（18歳未満は 28万円） 
9,300円 

（18歳未満 4,600円） 

その他 37,200円 

 

〔利 用 料 金〕 

 

ア、個別給付型（移動介護・通学通所支援） 

 

所要時間 
移動介護（個別給付型） 通学通所支援（個別給付型） 

単位数 自己負担（１割） 単位数 自己負担（１割） 

３０分未満 ２２５単位 ２４７円 ２２５単位 ２４７円 

３０分以上 

１時間未満 
３６０単位 ３９５円 ３６０単位 ３９５円 

１時間以上 

１時間３０分未満 
４９５単位 ５４３円 ４９５単位 ５４３円 

１時間３０分以上 

２時間未満 
５７０単位 ６２５円 ５７０単位 ６２５円 

以降、３０分毎 ７５単位 ８３円 ２時間以上定額 

早朝夜間加算 

６時～８時 

１８時～２２時 

２０単位 

（３０分ごとに） 
２２円 

 

深夜加算 

２２時～６時 

４０単位 

（３０分ごとに） 
４４円 

 

イ、通学通所支援 乗降介助 

 

乗降介助 

所要時間 単位数 自己負担（１割） 

片道（１回） １００単位 １１０円 

 

※ 上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の 移動支援計画に定められ

た目安の時間を基準とします。 

※ ２人の提供者によるサービスの加算 

２人の提供者が共同でサービスを行う必要があると支給決定された場合は、２人分の料金となります。 



ウ、グループ支援型（移動介護） 

 

移動介護（グループ支援型）料金表 

所要時間 

単価基準値別 報酬単位単価 

グループⅠ 

1.01～1.5 

グループ Ⅱ 

1.51～2.0 

グループⅢ 

2.01～3.0 

グループⅣ 

3.01～4.0 

単位数 
自己負担 

（１割） 単位数 
自己負担 

（１割） 単位数 
自己負担 

（１割） 単位数 
自己負担 

（１割） 

30 分未満 
１５８ 

単位 
１７４円 

１２４ 

単位 
１３６円 

１０２ 

単位 
１１２円 

９０ 

単位 
９９円 

３０分以上 

１時間未満 

２５２ 

単位 
２７７円 

１９８ 

単位 
２１７円 

１６２ 

単位 
１７８円 

１４４ 

単位 
１５８円 

１時間以上 

１時間３０分未満 

３４７ 

単位 
381 円 

２７３ 

単位 
３００円 

２２３ 

単位 
２４５円 

１９８ 

単位 
２１７円 

以降３０分毎 
約５２ 

単位 
５７円 

約４１ 

単位 
４５円 

約３３ 

単位 
３７円 

３０ 

単位 
３３円 

早朝夜間加算 

６時～８時 

１８時～２２時 

１５ 

単位 
１７円 

１３ 

単位 
１５円 

１１ 

単位 
１２円 

１０ 

単位 
１１円 

深夜加算 

２２時～６時 

３０ 

単位 
３３円 

２６ 

単位 
２８円 

２２ 

単位 
２５円 

２０ 

単位 
２２円 

 

エ、グループ支援型（通学通所支援） 

 

通学通所支援（グループ支援型）料金表 

所要時間 

単価基準値別 報酬単位単価 

グループⅠ 

1.01～1.5 

グループ Ⅱ 

1.51～2.0 

グループⅢ 

2.01～3.0 

グループⅣ 

3.01～4.0 

単位数 
自己負担 

（１割） 単位数 
自己負担 

（１割） 単位数 
自己負担 

（１割） 単位数 
自己負担 

（１割） 

30 分未満 
１５８ 

単位 
１７４円 

１２４ 

単位 
１３６円 

１０２ 

単位 
１１２円 

９０ 

単位 
９９円 

３０分以上 

１時間未満 

２５２ 

単位 
２７７円 

１９８ 

単位 
２１７円 

１６２ 

単位 
１７８円 

１４４ 

単位 
１５８円 

１時間以上 

１時間３０分未満 

３４７ 

単位 
２４３円 

２７３ 

単位 
２９９円 

２２３ 

単位 
２４４円 

１９８ 

単位 
２１７円 

１時間３０分以上 

２時間未満 

３９９ 

単位 
４３７円 

３１４ 

単位 
３４４円 

２５７ 

単位 
２８１円 

２２８ 

単位 
２５０円 

 

＊ グループ単価基準値は利用人数をサービス提供者人数で除算し、算定する。 



１０.その他、料金 

 

１．通学通所支援 運送料金 

有償運送車両を使用し通学通所の運送料金は次の額を徴収します。 

 

運送料金 距離制 １ｋｍ ２５０円 時間制 １０分 ５００円 

 

２．移動支援の業務において必要な公共交通機関、各種入場料、利用料、同行の昼、夕食代（伍百円以内）は 

サービスご利用時にご負担頂きます。 

 

１１、 キャンセル 

 

サービスをお休みする場合には、サービス利用の前日の１２時までにご連絡ください。 

 

１２、 損害賠償 

 

事業者は、サービスの提供にあたり提供者等の過失により利用者の身体・財物に損害を与えた場合は、 

事業者の契約する賠償責任保険の規定によりその損害を賠償いたします。 

ただし、提供者等の過失によらない場合は、この限りではありません。 

 

加入保険会社  あいおいニッセイ同和損保  種類 「 介護保険・社会福祉事業者総合保険 」 

 

１３、苦情対応、相談窓口 

 

１、事業者は、苦情の申し立てがあった場合は迅速かつ誠実に対応します。 

又、それを理由として利用者に不利益な取扱いをすることはありません。 

 

・苦情受付窓口（担当者）  管理者：小田 洋子  

・受付時間：月曜日 ～ 金曜日（９時００分 ～ １７時００分）  

  

２、サービスに関する相談や苦情については当事業所以外でも、次の窓口で対応しております。 

 

横浜市瀬谷区役所 高齢・障害支援課 
横浜市瀬谷区二ツ橋町１９０ 

０４５―３６７―５７１５ 

横浜市健康福祉局 障害福祉課 
横浜市中区日本大通１８  ＫＲＣビル６階 

０４５―６７１―２４０１ 

大和市健康福祉部 障がい福祉課 
大和市鶴間１－３１－７ 

０４６－２６０―５６６５ 

横浜市福祉調整委員会            
横浜市中区港町１－１ 

０４５―６７１―４０４５ 

かながわ福祉サービス運営適正化委員会 
横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 かながわ県民センター14階 

０４５―３１７―２２００ 

 



 

１４、お願い 

 

利用者と事業者との健全な関係を保つ為、以下に挙げる項目のご協力とご理解をお願い申し上げます。 

 

１、サービス品質確保の為、種類・頻度により複数の提供者で対応させて頂きます。 

２、交通事情等によりサービス開始時間が遅延することがございます。 

３、事業者、提供者への金品の提供はお断りさせて頂きます。 

 

以上 

 

 

＊ 重要事項の説明の証として本書２通を作成し、各署名捺印の上、各１通を保持する  ＊ 

 

 

平成   年   月  日 

 

サービス契約の締結に当り、重要事項の説明を行い本書１通の交付をしました。 

  

                説 明 者                   印 

 

 

サービス契約の締結に当り、重要事項の説明を受け、本書１通の交付を受けました。 

 

氏  名:                   印   

 

代理人又は立会人 本人との続柄（        ） 

 

氏  名:                   印   


